
令和３年第１１回下川町農業委員会総会議事録

事務局長 只今から、令和３年第１１回農業委員会総会を開会いたします。

始めに、武藤会長よりご挨拶をお願いいたします。

武藤会長

席となっております。

外国人の入国制限がされるようです。

す。

ます。

事務局長

立しております。

願いいたします。

武藤会長 これより議事に入ります。

日程第１議事録署名委員及び会議書記の指名を行います。

ですが、議長から指名させていただくことにご異議ありませんか。

（異議なし）

武藤会長

いたします。なお、会議書記には、事務局の又村主幹を指名いたします。

以上で日程第１を終ります。

武藤会長

か。

（異議なし）

武藤会長 異議なしと認め、本日１日とします。

本日は、５つの議題について、審議の程よろしくお願いしたいと思い

出席委員は、１１名中７名で定足数に達しておりますので、総会が成

それでは、下川町農業委員会会議規則第５条の規定により、議長は会

下川町農業委員会会議規則第２３条第２項に規定する議事録署名委員

それでは、議事録署名委員は、８番三島委員、９番吉田委員にお願い

日程第２会期の決定でありますが、本日１日限りとしてよろしいです

本日は、前回総会に引き続き、古屋事務局長が臨時議会出席のため欠

国内での新型コロナウイルス感染症の感染者数は減少傾向にあります

が、世界的には、オミクロン株による感染者数が激増しており、近々、

下川町においても、外国人実習生の入国に関して懸念されるところで

長が務めることとなっておりますので、以降の議事進行は武藤会長にお



武藤会長 日程第３諸般の報告をいたします。

事務局から報告いたします。

事務局長 （諸般の報告をもとに報告）

武藤会長 以上で諸般の報告を終ります。

武藤会長

ただきます。

議案第１号について、事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 （議案書をもとに朗読説明）

武藤会長 本案について、質疑ありませんか。

（質疑なし）

武藤会長 それでは採決いたします。

議案第１号について、原案のとおり賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

武藤会長 全員賛成ですので、議案第１号は原案のとおり決定いたしました。

武藤会長

委員が該当しますので退席してください。

武藤会長 事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 （議案書をもとに朗読説明）

武藤会長 本案について、質疑ありませんか。

（質疑なし）

日程第５議案第２号を議題に供します。なお、議案第２号につきまし

ては、下川町農業委員会会議規則第２０条の議事参与制限の規定に藤原

日程第４議案第１号農地法第３条の規定による許可申請についてを議

題に供します。なお、日程第４議案第１号から日程第７議案第４号まで

議題名が同じでありますので、以降の議題名については、省略させてい



武藤会長 それでは採決いたします。

議案第２号について、原案のとおり賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

武藤会長 全員賛成ですので、議案第２号は原案のとおり決定いたしました。

武藤会長 ここで、藤原委員の退席を解きます。

武藤会長 日程第６議案第３号を議題に供します。

事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 （議案書をもとに朗読説明）

武藤会長 本案について、質疑ありませんか。

（質疑なし）

武藤会長 それでは採決いたします。

議案第３号について、原案のとおり賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

武藤会長 全員賛成ですので、議案第３号は原案のとおり決定いたしました。

武藤会長 日程第７議案第４号を議題に供します。

事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 （議案書をもとに朗読説明）

武藤会長 本案について、質疑ありませんか。

（質疑なし）

武藤会長 それでは採決いたします。

議案第４号について、原案のとおり賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）



武藤会長 全員賛成ですので、議案第４号は原案のとおり決定いたしました。

武藤会長

題に供します。

事務局より議案の朗読と説明をお願いします。

事務局長 （議案書をもとに朗読説明）

武藤会長 本案について、質疑ありませんか。

（質疑なし）

武藤会長 それでは採決いたします。

議案第５号について、原案のとおり賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

武藤会長 全員賛成ですので、議案第５号は原案のとおり決定いたしました。

武藤会長 以上で本日のすべての日程を終ります。

武藤会長 その他で事務局から何かありますか。

・町長との意見交換会の日程について

（会長終了挨拶）

日程第８議案第５号農地法第５条の規定による許可申請についてを議


